
＜対象要件＞ １．平成１２年（２０００年）５月３１日以前に建築された専用住宅及び
　　店舗・事務所兼用住宅
２．2階建以下の在来構法により施工された木造建築物
３．住宅の所有者が藤沢市内に居住していること
４．一般診断または精密診断の総合評点が１．０未満であるもの
５．事前相談が終わっているもの

※市税を滞納している方（申請者以外の所有者を含む）は対象となりません。

※申請前に耐震改修工事等の契約が済んでいるもの（見積りの取得は含みません）、
　過去に実施した耐震改修工事等については対象となりません。
※事前相談後１１月末までに申請がない場合は、キャンセルとなります。
※店舗・事務所兼用住宅の建物用途確認については、課税情報や建築時の記載事項証明等
　で確認しますので、建築時から用途が変更されている場合は、ご相談ください。
※令和５年度から所有者が市内居住であれば、貸家・空家でも補助対象となりました。
※令和7年度から、＜対象要件１＞が昭和56年から平成12年に拡充されました。

＜補助金額＞ 耐震改修工事等にかかる費用の１／２かつ最大で１１５万円
（補強設計費、耐震改修工事費・工事監理費が対象です。）
※令和８年度から、耐震診断に要した費用の追加補助制度は廃止になりました。

＜申請期限＞ １１月末までに補助金交付申請書（第１号様式）提出

＜申請に必要なもの＞ ①マイナンバーカード、運転免許証（両面）、
事前相談時に①～③の 　国民健康保険被保険者証等の住所を確認できる資料の写し（所有者全員分）
書類を確認をします。 ②固定資産（家屋）評価証明書又は家屋に係る納税通知書の写し（所有者全員分）

③建築士による一般診断または精密診断の結果を記載した書類
　※補助金対象費用予定額は、実際の見積額と大きく乖離しないようにしてください。

　（工事計画届と補助額が異なる場合は、工事計画等変更承認申請書の提出が必要になります）

　※令和４年度から押印は不要となりました。ただし、申請書を訂正する場合は、

　申請書及び訂正箇所に押印が必要になります。（代理者が訂正する場合は、委任状に押印が必要です）

＜設計条件＞ 耐震改修する壁端柱の柱頭・柱脚接合部は、平成12年建設省告示第1460号
に適合する仕様として設計すること

＜受付窓口＞ 住まい暮らし政策課　耐震担当　
藤沢市役所分庁舎３階　　電話：０４６６-５０-３５４１

　上記①～④の確認

　上記①～④が必要 ※申請1１月末までに

※令和7年から公印は廃止となりました

◎建築士及び施工業者へ全額支払い（領収書）

●1月末までに

　　

●2月下旬までに

※令和7年から公印は廃止となりました

●2月末までに

市から指定口座へ補助金額を振込（依頼日から約３０日後）

・年度内に、申請から
　補助金の支払完了まで
　を行います。

耐震改修工事等完了実績報告書（第7号様式）を提出

市より補助金交付等決定通知書を郵送

木造住宅耐震【改修工事等】補助金について

補助金交付申請書（第１号様式）を提出

（藤沢市に市税を納めたことがない場合、滞納確認ができないため、補助対象外になる可能性があります）

（注意）R7.4.1に建築基
準法が改正され、2階建て
の主要構造部の一種以上に
ついて行う過半の改修等
は、建築確認申請を得てか
ら工事着手する必要があり
ます。
（注意）工事着手後、職員が
補強工事中の現場を確認に伺
います。

事 前 相 談

請求書を提出

耐震改修工事計画届（第3号様式）を提出

工 事 着 手

（注意）補強設計後の耐震診
断の総合評点が１．０以上と
する計画が必要です。
（注意）工事完了は、原則１
月中までにしてください。
（注意）接合部をⅡ以上で評
価する場合は、根拠資料を添
付してください。

市より補助金額確定通知書を郵送

（注意）事前相談には、申請
者のほかに原則補強設計をす
る建築士（工事監理）、施工
業者（工事の仕方、写真の撮
り方等の説明のため）の同席
が必要です。

建築士と契約（契約書）

『耐震改修工事補助金』手続きフロー


